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新利水計画策定

国営川辺川土地改良事業の概要

協議内容

・事業実施地域（1,299ha
　で合意）
・水利権の取扱いに関する
　確認事項（正常流量、既
　得新規の水利権の取扱い
　で合意）
　

・水源(ダムorダム以外）
　について協議

 総合調整役の県として
 Ｈ18．７月に「農水省
 が新たに示した水源案
 」に絞込むと整理

【 根 拠 法 】　　土地改良法
【 事業主体 】　　農林水産省
【対象市町村】　  人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、
　　　　　　　　　相良村、山江村
【 事業目的 】　　球磨北部地域の農業用水の安定供給、
　　　　　　　　　経営規模拡大等
【 事業内容 】　　かんがい排水、農地造成、区画整理
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・一部市町村の
  財政負担等に
  ついての懸念
　から、合意で
　きず

 
 地元市町村
 の合意形成
 ならず
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